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崩壊を起こした。この山体崩壊は島原の城
下町を埋め、さらにその土砂が有明海に流
れ込み、津波が発生した。 

・島原は山体崩壊で約１万人の犠牲者が出る
大変な事態になったが、対岸の肥後（熊本
県）も山体崩壊の余波で発生した津波で約
５千人の犠牲者が出ている。これにより「島
原大変肥後迷惑」という言葉が残されてい
る。 

 
■平成の噴火 
【噴火開始以前】 
・1988 年 11 月、雲仙岳の西側の橘湾の地下
深部で地震が発生し始め、翌 89年７月から
は震源が山頂部に向かって移動してきて、
火山性微動が検知された。 

・気象庁も観測強化を行ったものの、噴火す
るか、確実性がなく、時期の予測については
確信がなかった。 

【知らされなかった噴火予知】 
・長崎県島原地区幹部研修会で、噴火の可能
性を指摘されていたが、地域住民の混乱や
観光への悪影響を考慮し、外部への漏洩無
きように強く要請されていた。そのため、島
原市には伝えられておらず、町長は「噴火は
寝耳に水だった」と発言。幸い噴火開始は未
明だったため、死傷者は出なかった。なお、
小浜町役場（現雲仙市）には内密に事前通知
していた。 

【噴火直後】 
・1990 年 11 月に地獄跡火口・九十九島火口
から噴煙が上がった。198年ぶりの噴火であ
ったため、市民の中には山火事として通報
していた者もいた。現場を確認し、噴火と認
識した後は、小浜町、長崎県、環境庁、小浜
警察署、雲仙観光協会で普賢岳火山活動警
戒連絡会議を設け、観光地である仁田峠（観
光地に登る道路）に通じる有料道路（仁田峠
循環道）の全面通行禁止と仁田峠以上の入
山の禁止を決定した。 

・翌年２月 12日に、別の火口から噴火が始ま
り、火山灰を噴出した。 
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【大規模避難計画】 
・島原市では眉山の崩壊を想定した大規模避
難計画の策定に取り組んでいたが、それは、
人口４万５千人(当時)のうち２万６千人の
住民を対象としった隣接市町村へバス１千
台で輸送する、もしくは海上保安庁の巡視船
を使って隣接市町村に避難させる計画であ
った。しかし、計画を策定したものの、観光
客が減ることを市は懸念し、市民には公表さ
れなかった。 

・最終的には、計画をかなり縮小し、眉山山頂
から半径３km 以内に住む１万４千人を市内
の避難所に避難させる計画を立て、３月に避
難訓練を実施した。 

【1991 年５月 15日の土石流の対応】 
・眉山崩壊の対応の中、山腹に堆積した火山灰によって土石流が発生した。発生翌
日の新聞には、「住民、防災体制に不安募る」「避難勧告は警報装置作動後 42 分
後」と大きく報道された。 

・５月 15 日１時 48 分にワイヤーセンサーが
切断され、まず無線で島原振興局総務課当直
室に連絡が入り、そこから島原市と深江町へ
電話連絡された。しかし（当日降っていた）
時間雨量 16.5 ミリ程度の雨で土石流が発生
するとは予想せず、倒木や動物など土石流以
外の要因を疑い、現場を確認しに行った。そ
こで初めて土石流の発生を確認し、広報車、
消防車などで避難勧告を行った。勧告が出さ
れたのはワイヤーセンサー切断の 42 分後
で、川の近くの住民の大半が親戚宅や知人
宅、公民館等の高台に避難した後であった。
なお、このときは上流に近い地域にのみ避難
を呼びかけたが、実際は海岸近くまで土石流
は及んでいた。 

・以上のような経験から、上流の地域だけで
なく、下流の地域にも避難を呼びかける必要
があること、ワイヤーセンサーの切断で、土
石流の発生が確認できることが分かった。し
かし、当時は防災無線がなく、広報車か消防
車で直接避難を呼びかける体制であったた
め、市では避難に時間がかかり過ぎることが
問題視されていた。 

【1991 年５月 19日の土石流対応】 
・1991 年５月 19 日、再び土石流が発生した。10 時過ぎに雨脚が強まり、消防署員
46 人、消防団員 103 人、島原市職員 120 人、深江町職員 76 人が出動し、住民の
避難誘導などにあたった。当日は13時 20分に上大野木場地域に避難勧告を出し、
その後 13 時 39 分にワイヤーセンサーが切断された。４分後の 13 時 43 分には水
無川流域に避難勧告が出された。 
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【火砕流の脅威】 
・土石流への対応に追われている中、1991
年５月 20 日に、地獄跡火口に溶岩ドーム
が出現した。 

・５月 24日に火砕流が発生していたが、パ
ニックになることを恐れて、火山噴火予知
連絡会、九州大学島原地震火山観測所、気
象庁の担当者の間で公表するか否かの議
論が行われていた。最終的には臨時火山情
報において、火砕流の発生が発表されるこ
とになった。 

・５月 26日、水無川上流にある砂防ダムの
工事現場で作業員２名が火砕流に巻き込
まれた。作業員のうち１名が両腕に火傷を
負ったが、「腕まくりをしていたために火
傷をした」と報道された。つまり「腕まく
りをしていなければ大丈夫」と解釈され、
「濡れタオルを口にあててさえいれば大
丈夫らしい」という誤解された情報が広ま
っていった。今思えば、雲仙岳からの最初
の警告だったが、しっかりと受け取ること
が出来なかった。 

・また、この時期、火砕流の衝撃的な写真を
撮るために、多くの報道陣が、定点と呼ば
れる場所に詰め掛けていた。火砕流による
避難勧告が出されていたにも関わらず、市
民もその中にいた。そのような状況下で大
火砕流が発生した。 

・６月３日 16 時 03 分に大火砕流が発生し
消防団員、警察官、タクシー運転手、報道
関係者、火山研究者、一般人の計 43 名が
亡くなった。  

 
【25年目で明らかになったこと】 
・実は、大火砕流が発生した 6 月 3 日に、市議会議員が葉タバコの芯止め作業の
ために、入域許可を要請していた。しかし、市災対本部は、許可をしなかった。 

・また、消防団にも見張りを要請していたが、消防団長が拒否し、葉タバコ耕作者
の消防団員で行うこととなった。 

・その後、葉タバコ耕作者の副団長は、杉本
先生に入域許可証のコピーを依頼し、杉本
先生は、承諾していた。 

・そして、大火砕流の翌日、6月 4日に、葉
タバコ耕作者数百人が入域し作業する予
定だった。 

・大火砕流の発生が、１日遅れていたら、被
害はもっと大きくなっていたかもしれな
い。 
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【警戒区域の設定】 
・長崎県知事はこれ以上被害を拡大させな
いために、法的強制力を持つ警戒区域の設
定を要請してきた。島原市は、市街地に警
戒区域を設定することは、市民の生活や経
済活動への影響が大き過ぎるとして難色
を示していた。結局、国・県が支援すると
の約束で、警戒区域を設定した。市街地に
警戒区域が設定されたのは、これが最初の
事例である。 

・島原市は６月７日に警戒区域を設定し、死
者が発生していない隣の深江町は１日遅
れの６月８日に警戒区域が設定され、立入
り制限を行った。実際に被害を受けた島原
市とそうでない深江町で対応に温度差が
あった。 

・６月８日の 19 時 51 分、６月３日を上回
る規模の火砕流が発生した。火砕流に伴う
熱風の範囲が（右の）地図上に黄色く塗ら
れたエリアであり、警戒区域が黒線で囲ま
れたエリアである。数時間ずれていたら、
大きな被害が発生していたところだった。
警戒区域の設定による避難者は最大の時で、１万人以上となっていた。 

・最初の警戒区域指定について、９割の人がやむを得ないという回答をしていた。
しかし、警戒区域の指定が長くなるにつれ、農作業などのため、警戒区域内への
立ち入りを望む声が大きくなっていった。 

た。 
 
■災害の教訓 
【発生頻度が極めて小さい】 
・火山の噴火は頻繁に起こるものではな
く、200年の時間が経過すると、人々の警
戒心が薄れてしまう。そのため、一般の
人々には、火山噴火に対する警戒心はなか
った。 

・また、当時の島原市地域防災計画には、
火山防災に関する項目もなく、新しい観光
名所になるのではとの期待の声が上がる
ほど、火山への関心が薄かった。 

【火砕流の過小評価】 
・雲仙岳噴火以前は、火砕流について、専
門的にあまり議論されたことがなく、一般
の人々は、ほとんど知らなかった。 

・そのため、噴火時の報道等にも、危機感
がなく、火砕流についての正確な理解と認
識が欠如していた。 

【長期化する噴火災害】 
・台風や豪雨などの災害は一過性であるこ
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とが多いが、噴火災害は一過性の自然災害ではない。今回の噴火も 1990 年から
1995年までの 5年間に及んだ。 

・災害が長期化すると、地域の経済的損失や生活再建に多くの問題が生じること
になる。 

・また、噴火直後の被害だけでなく、降灰や降灰後の土石流など、様々な形態の被
害をもたらすことになる。 

 
■ジオパークと防災 
【火山都市国際会議】 
・研究者、行政、市民、ボランティアが連携し
て 2007年に火山都市国際会議を開催した。
会議は大成功し、参加者からは多くの賞賛
を得た。この地域の連携がジオパークへの
活動のきっかけになった。 

【火山防災とジオパーク】 
・ジオパークの取組は、その地域の特色やそ
こに住む人々など、地域の魅力を紹介して、
理解を深めると共に、地域の活性化を図っ
ている。 

・「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指
針」(平成 20年３月)でも、火山との共生に
触れている。観光客への普及啓発、観光事
業者の役割、観光ガイド等の人材の育成と
ある。普段ジオパークの活動に取り組んで
いる方々は、いざという時の防災リーダー
となる人々である。ジオパークの活動・理
念は火山防災体制の指針でうたわれている
ものと一致している。 
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■まとめ 

【噴火災害の伝承】 
・日本人の自然災害に対する反応は、災害から
8 年間ぐらいは、「こうした災害を無くして
ほしい」と考えている。15年経つと、40%の
人は「もう大丈夫」と考え、100年経つと、
災害の記憶は覚えているか、怪しくなる。 

・そのため、災害について伝承することは重要
であり、今後、どう伝承するかが課題である。 

 

【災害は忘れたころにやってくる】 
・日本列島で暮らしている以上、いつどこで自
然災害に見舞われてもおかしくない。 

・地震や火山は起きないという迷信や抜け落
ちた記憶など、災害は人間の思い込みによ
って忘れられる。 

・災害が発生したことまたは災害が発生する
ことは、災害列島である日本で生き抜くた
めの欠かせない知恵である。 

 

 

 

＜活動の様子＞ 


